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吉野川市は、徳島県北部の
ほぼ中央、吉野川の中流域
南岸に位置し、市の南部は
四国山地の北部にあたる山
地で、高越山をはじめ急峻
な山々が連なっています。

徳島県

吉野川市



国が認定した地方公共団体が行う地方創生プロジェクトに対し、企業が寄附を
行った場合に、税額控除の優遇措置が受けられる制度です。
通常の寄附における損金算入による減税効果（寄附額の３割）とあわせて、税
額控除（寄附額の最大６割）により、最大で９割が軽減され、実質的な企業の
負担が寄附額の約１割まで圧縮されます。

● 寄附額の最大約９割の軽減効果を活用しながら地方創生を応援できます
● 地域貢献、社会貢献、企業のＰＲやイメージアップにつながります

寄附を活用するメリット

・本制度を活用して吉野川市へ寄附ができるのは吉野川市外に本社がある企業です
・本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します
・１回あたり１０万円以上の寄附が対象です
・一般のふるさと納税とは異なり、寄附に対する返礼品はありません
・寄附の見返りに経済的な利益を受けることは禁止されています
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地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）とは？

お問い合わせ先
吉野川市 総務部 市長公室
〒７７６－８６１１　 徳島県吉野川市鴨島町鴨島１１５番地１
ＴＥＬ：0883-22-2203　　E-Mail：m-koushitsu@yoshinogawa.iｰtokushima.jp

寄附手続きの流れ

ご相談・お申し出 企
業

ご意向に沿って、寄附対象事業の決定を行います
まずは、下記のお問い合わせ先までご連絡ください
対象事業や寄附額が決まりましたら、寄附申出書をご提出ください

ご寄附

税申告のお手続き

市
企
業

「納付書の発行」または
「振込先口座のご案内」
 をいたします

「納付書払い」または
「口座振込」により、
 お願いします

市 入金確認後、
受領証を発行いたします

企
業

受領証を使用し、税務署で
税申告のお手続きをお願い
します

企業版ふるさと納税

通常の寄附

実質負担

寄附額

損金算入による軽減効果
国税＋地方税　　約３割

法人住民税＋法人税
約４割

法人事業税
約２割

企業負担
約１割

【例】 １,０００万円寄附すると、最大約９００万円の法人関係税が軽減



吉野川市の主な地方創生プロジェクト
【主な対象事業例】

※ 下記は一例です。「第３期吉野川市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置づけられる事業が寄附対象です。

基本目標１ しごとをつくり、安心して働けるようにする

創業・企業支援および企業誘致等の取組、地域の商工業の活性化に資する取組および農林業の後継者育成
など、地域雇用の場を確保し、安心して働ける環境づくりを推進する。

基本目標２ ひとの定住・環流・移住の新しい流れをつくる

若い世代の市外からの転入を促進し、市外への転出を抑制するなど、移住・定住促進を図り、地域の活性
化や各分野の担い手確保に努める。
さらに、本市の魅力を発信し、本市を訪れる交流人口の増加や、本市とのつながりのある関係人口の増加
に向けた取組を推進する。

新たなにぎわいの創出や市内に
点在する空き店舗の解消等を目
的として、空き店舗を活用して
新たにお店を開こうとする方を
支援する。

新しいことに挑戦する企業や、
起業を目指す方の支援、人々の
交流を促進するため、コワーキ
ング・シェアオフィス「Ｋｉー
Ｄａ」を活用し、新たなビジネ
スや雇用の創出による地域経済
の活性化を図る。

農作物の収量安定による農業経
営に寄与するため、農作物への
獣害を及ぼす有害鳥獣の捕獲・
駆除を行う。

若者世代の移住・定住促進、経
済的負担の軽減を図るため、40
歳未満の若者世代の住宅取得を
支援する。

高越山を自転車で駆け上がるヒ
ルクライムレースを開催する。
また、市内の豊かな自然や文化、
体験等を盛り込んだサイクル
ルートを活用し、サイクリスト
や観光客の誘客を図る。

本市をホームタウンとするサッ
カーチーム「ＦＣ徳島」と包括
連携協定に基づき、サッカーを
通した地域スポーツの振興、地
域の活性化等に取り組むととも
に、ＪＦＬ参入、Ｊリーグ昇格
に向けてチームを支援する。

お店開き応援事業（商業地域活性
化支援事業・移住創業支援事業）

コワーキング・シェアオフィス
「ＫｉーＤａ」の運営 有害鳥獣捕獲対策事業

住宅取得支援事業
（ず～っと吉野川市!! 定住支援事業）

Ｍｔ.高越ヒルクライム事業
・サイクルツーリズムの推進 ＦＣ徳島ホームタウン推進事業



吉野川市　企業版ふるさと納税 検索

基本目標３ 若い世代の結婚・妊娠・出産・子育ての希望をかなえる

働きながら子どもを産み育てやすい環境づくりを推進し、若い世代の結婚・妊娠・出産・子育ての希望が
かなえられるよう、切れ目のない支援体制の構築を目指す。
また、小中学校においては、未来を担う子どもたちが時代に適応し活躍できるよう基礎学力向上の取組の
ほか、ＩＣＴを活用した教育の推進や英語学習の強化を推進する。

基本目標４ 魅力的な地域をつくる

人口減少、少子高齢化が進む中、持続可能なまちづくりのため、まちを支える人づくりや地域力の維持・
強化、スポーツ・健康まちづくりの推進、既存施設のストックマネジメントの推進、安心で安全な暮らし
やすいまちづくり、デジタル技術を活かした市民サービスの向上など、魅力的な地域づくりを推進する。

０～２歳児の保育料を無償化し、
経済的支援を図る。（３～５歳
児は国の制度により無償化）

３～５歳児の給食費（主食費・
副食費含む）を無償化し、経済
的支援を図る。（０～２歳児は
保育料に含まれる）
また、小中学校についても無償
化に向けて取り組む。

ＩＣＴ環境の充実およびプログ
ラミング教育等のＩＣＴを活用
した教育を推進する。

市民の健康促進や交流を目的と
したスポーツイベント等の開催、
学校や公共施設でのスポーツ環
境の整備、競技力向上を目指し
た支援等を推進する。

災害発生時における必要な物資
等の保管および配付等の拠点と
しての機能のほか、自主防災組
織、消防団その他の関係者が実
施する防災に関する研修、訓練
等に利用し、市民の防災意識向
上を図る。

中心市街地にある吉野川市民プ
ラザは、体育館をはじめ、会議
やワークショップなど様々な用
途で利用できる多目的室や調理
室、イベント利用に最適なポ
ケットパーク、トレーニングジ
ム等があり、市民福祉の増進お
よび地域の活性化を図る。

保育料無償化事業
（保育所・こども園）

給食費無償化事業
（保育所・こども園・小中学校）

ＩＣＴ環境整備事業

スポーツ推進事業
吉野川市防災備蓄センター

の活用 吉野川市民プラザ維持運営事業

市ホームページ
二次元コード


